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１.中小企業の置かれている状況

２. パートナーシップ構築宣言
①全国の状況
②中国地域の現状

＜本日の流れ＞



【テーマ①】令和６年能登半島地震の影響
【テーマ②】新型コロナウイルス感染症の振り返り
【テーマ③】足下における現状認識
【テーマ④】人手不足
【テーマ⑤】賃上げ
【テーマ⑥】省力化投資と生産性の向上
【テーマ⑦】海外需要と日本企業の決算状況
【テーマ⑧】価格転嫁
【テーマ⑨】事業承継
【テーマ⑩】経営改善・再生支援
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総論

2024年版中小企業白書・小規模企業白書でのテーマ別分析一覧



2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要より

女性

65-69



2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要より

業績の改善がみられないが賃上げを実施予定



2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要より

日本



「令和６年版 労働経済の分析」（労働経済白書）概要より
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１.中小企業の置かれている状況

２. パートナーシップ構築宣言
①全国の状況
②中国地域の現状



⚫ パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーン全体の付加価値向上や望ましい取引慣行の遵守等について自主的
に宣言・公表するもので、①取引適正化に関する社内への意識徹底、②取引先からの取組の見える化等 を図り、

サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組。

※そのため、2020年5月に、日本商工会議所のイニシアティブの下、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会

議）」において、この共通の目標を達成していく枠組として、導入が決定されている。

✓ 【共同議長】経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

【構成員】厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官（政務）、経団連会長、日商会頭、連合会長

※第５回は、臨時議員として全国知事会・村井会長（宮城県知事）及び矢田補佐官が出席。

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）

✓ 第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第４回は2022年10月11日、
第5回は2023年12月21日に開催。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5課題（※）への取組

※①価格決定方法の適正化、②型取引の適正化、③支払条件の改善、④知的財産・ノウハウの保護、
⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止

１．宣言の骨子
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そもそも「パートナーシップ構築宣言」とは何か？

ひ・い・て・は、業界・企業の成長に向けた文化（未来に向けた新たな価値観）作り
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⚫ 2024年10月4日時点で55,065社が宣言（うち、資本金3億円超の大企業は2,559社）



宣言率（宣言数/企業数（令和3年経済センサス‐活動調査））No．1の地域



宣言率（宣言数/企業数（令和3年経済センサス‐活動調査））No．1の地域
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１.中小企業の置かれている状況

２. パートナーシップ構築宣言
①全国の状況
②中国地域の現状



中国地域の取組事例 その１_株式会社マリンフロート



https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/chusho/sitauke.html#07

中国地域の取組事例 その2_リョービ株式会社



企業、団体から聞かれたパートナーシップ構築宣言に関する声

サプライチェーン全
体で望ましい取引
を実行していくため
に足並みを揃えた
いと考え宣言した

宣言した発注企
業に宣言内容を
遵守した行動を
とってもらいたい

宣言企業なのに
下請企業に厳し
い価格提示を迫
るのが不思議

宣言している
取引企業が宣
言内容を守っ
てないと感じる

ホワイト企業と
のイメージを
持ってもらえる
きっかけにも
なっている

綺麗事でしょ 親事業者の意識
改革が進まなけ
れば、浸透しな
いのではないか組合や協会か

らの勧めもあり、
適正な取引が
できる事業者と
して印象づけに
活用している

図：企業間のパートナーシップ構築宣言を進めた時／進まない時に描ける将来像 _by Microsoft Copilot

パートナー企業と
共に地元を牽引
する企業を目指

したい



親事業者（発注側）

下請事業者（受注側）

不適正取引
（支払遅延
買いたたき、等）

財、
技術の独占

経営の悪化、事業規模の縮小

→ 親事業者にも悪影響

親事業者（発注側）

下請事業者（受注側）

適正取引
技術・
経営支援

経営の安定、事業の成長

→親事業者にも好影響

親事業者（発注側）のスタンスは将来どのような影響を与えるか？



登録の流れは簡単です。 宣言して、好循環への第一歩を！

⚫ 宣言の登録はポータルサイト上で行います。ポータルサイトからひな型をダウンロードして宣言文の作成し、
完成した宣言文をPDF形式でポータルサイト上アップロードし、必須項目を入力して登録します。

⚫ 登録後、3日程度でポータルサイト上に宣言文が公表されます。（宣言文に不備がある場合は事務局からご連絡します。）

①ページ上部のメニューから「登録」をクリック

…

②ひな形をダウンロードし、宣言文を作成
（宣言文の作成は次ページ以降をご参照ください。）

③企業名や業種等、必須項目に入力

④作成した宣言文をPDF化し、アップロード

⑤入力内容の確認→「登録する」をクリックして登録完了

①
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②

③

④

⑤



（参考）賃上げと稼ぐ力強化パッケージ（１／２）

詳細についてはこちら→

⚫価格転嫁の難しい労務費に関する「発注者、受注者それぞれが採るべき行動」の指針を、内閣官房・公正取引委員会が昨年11月に策定・公表。

⚫受注者が価格交渉し易いよう、労務費、原材料費、エネルギーコストを分けて交渉するための価格交渉の様式も例示。

【発注者が採るべき行動】（ポイント）

① 転嫁を受け入れる取引方針を、経営トップまで上げて決定。その方針を社
内外に示す。

② 受注者から求めがなくとも、定期的な協議の場を設ける。 受注者から協
議の求めがあればこれに応じる。
③ 公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額・上昇率など）
に基づく根拠資料を、合理的なものとして尊重。

【受注者が採るべき行動】 （ポイント）
① 価格転嫁サポート窓口や下請かけこみ寺、商工会・商工会議所等の窓

口に相談するなど、積極的に情
報収集して交渉する。 その際に、「価格交渉様式例」も活用する。

② 根拠資料として、最低賃金上昇率などの公表資料を用いる。

２．価格交渉をする前の準備は、「価格交渉ハンドブック」を使ってください

⚫事業者が価格交渉の前に準備しておくことや実際に交渉を開始する際の提案方法等をまとめています。

⚫交渉に活用頂くことができるヒントを提供しています。

１．サプライチェーン全体の成長を目指して、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った行動を！
発注者 受注者

受注者

詳細についてはこちら→



４．賃上げに取り組む経営者の皆様は、「賃上げ促進税制」が利用できます

詳細についてはこちら→大

企業及び中堅企業向け
詳細についてはこちら→

中小企業向け

⚫ 青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法
人税(個人事業主は所得税)から税額控除できます。

⚫ 中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年繰越しが可能になりました。

５．人手不足を乗り越え、生産性向上を目指す皆様は、「中小企業省力化投資補助事業」の活用を！

⚫ 中小企業者等が補助対象製品のリスト（カタログ）に登録された製品から選んで、省力化のための設備投資を行い、労働生産性年平均成長率
3%向上を目指す事業を支援しています。

⚫ 給与支給総額年率6%・事業所内最低賃金45円以上の賃上げに取り組むことにより、補助上限額の引き上げを適用することもできます。

３．サプライチェーン全体で付加価値向上に取り組むなら「パートナーシップ構築宣言」を！

⚫ 事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で
宣言するもの。

⚫ 新たな連携及び取引適正化の重点５課題について、宣言。

詳細についてはこちら→

発注者（全企業）

大企業 中小企業

中小企業

（参考）賃上げと稼ぐ力強化パッケージ（２／２）

詳細についてはこちら→
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